
○管理不全空家等措置等に係る条例整備について 

 

 「管理不全空家等」の措置を行うにあたり、手続等について補完するための関係条例の

整備を進めます。 

 

【整備案】 

空家等対策の推進に関する条例に次のものを加える。 

（１）調査 

  職員で行っている外観調査を委託によりできること。 

  （基礎調査、事前指導を想定して職員で行うこととしている。） 

（２）管理不全空家等の勧告措置に関わる手続き 

  管理不全空家等に係る勧告をする場合、所有者等に弁明の機会を与えること。 

  （特定空家等の勧告措置において、弁明の機会を与えている。） 

 

○空家等対策の推進に関する特別措置法 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第１３条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置

すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当

該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に

対し、基本指針（第６条第２項第３号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当

該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な

措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等

の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが

大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該

管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具

体的な措置について勧告することができる。 

 

  

資料６ 



○地方税法 

（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例） 

第３４９条の３の２第１項 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の

用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定める

もの（前条（第１１項を除く。）の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進

に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第１３条第２項の規定により所有

者等（同法第５条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。）に対し勧

告がされた同法第１３条第１項に規定する管理不全空家等及び同法第２２条第２項

の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第２条第２項に規定する特定空家等

の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第１項、第３５２条の２第

１項及び第３項並びに第３８４条において「住宅用地」という。）に対して課する固

定資産税の課税標準は、第３４９条及び前条第１１項の規定にかかわらず、当該住宅

用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とする。 

 

○行政手続法 

（不利益処分をしようとする場合の手続） 

第１３条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、こ

の章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該

各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 

ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益

処分をしようとするとき。 

ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あ

て人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である

者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。 

ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 

二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 

 


